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○鶴岡市交通安全条例 

平成17年10月１日条例第19号 

鶴岡市交通安全条例 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における交通の安全に関する市、市民及び事業者の責務を明らかにする

とともに、交通の安全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることにより、市民の安全で

快適な生活の実現に寄与することを目的とする。 

（市の責務） 

第２条 市は、市民の交通の安全に対する意識の高揚を図るとともに、交通の安全を確保するため

に必要な施策の実施に努めなければならない。 

２ 市は、前項の施策を実施するに当たっては、国、県その他の関係機関及び団体（以下「関係機

関等」という。）と緊密な連携を図るよう努めなければならない。 

（市民の責務） 

第３条 市民は、日常生活を通じて自主的かつ積極的に、交通の安全に対する意識の高揚及び交通

の安全の確保に努めなければならない。 

２ 市民は、市及び関係機関等が実施する交通の安全に関する施策に協力するよう努めなければな

らない。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、その事業活動で使用する車両等の運転者に対し、交通の安全に関する教育を推

進し、交通の安全の確保に努めなければならない。 

２ 事業者は、市及び関係機関等が実施する交通の安全に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

（交通安全意識の高揚） 

第５条 市は、市民の交通の安全に対する意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所、学校等に

おける交通の安全に関する教育及び啓発の推進、情報の提供その他必要な施策を実施するものと

する。 

（良好な道路交通環境の確保等） 

第６条 市は、交通の安全を確保するため、良好な道路交通環境を確保するよう努めるとともに、

必要があると認めるときは、関係機関等に対し、交通の安全のための施設等の整備その他必要な

1



 

 

措置を講ずるよう要請するものとする。 

（交通安全用具の普及） 

第７条 市は、関係機関等と連携し、交通事故の発生を未然に防止するため、交通の安全性を高め

る用具の普及に努めるものとする。 

（交通死亡事故等多発時の措置） 

第８条 市は、交通死亡事故が連続して発生した場合又は特定の区間若しくは場所において、集中

的に交通事故が発生した場合で必要があると認めるときは、関係機関等と協議し、必要な交通事

故防止対策を講ずるものとする。 

（交通安全対策会議） 

第９条 交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号）第18条第１項の規定に基づき、鶴岡市交通安

全対策会議（以下「対策会議」という。）を置く。 

２ 対策会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 鶴岡市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、市の区域における交通の安全に関する総合的な施策の企画に関

して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 

３ 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。 

４ 会長は、市長をもって充てる。 

５ 委員は、その定員を30人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 関係機関等の役職員 

(２) 交通の安全に関する知識経験を有する者 

(３) 市の職員 

（委任） 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成17年10月１日から施行する。 
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○鶴岡市交通安全対策会議規則 

平成１７年１０月１日 

規則第２４号 

改正 平成２４年３月３０日規則第１６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鶴岡市交通安全条例（平成１７年鶴岡市条例第１９号）第９条第１項に規

定する鶴岡市交通安全対策会議（以下「対策会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（任期） 

第２条 対策会議の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

（会長） 

第３条 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。 

２ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職

務を代理する。 

（会議） 

第４条 対策会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 対策会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 対策会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

４ 対策会議は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第５条 対策会議の庶務は、市民部防災安全課において処理する。 

（一部改正〔平成２４年規則１６号〕） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（任期の特例） 

２ この規則の施行の日以後、最初に委嘱、任命される委員の任期は、第２条の規定にかかわら

ず、委嘱、任命された日から平成１８年３月３１日までとする。 
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附 則（平成２４年３月３０日規則第１６号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 
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[ここに入力] 

 

 

 

第１１次鶴岡市交通安全計画 

（令和３年度から令和７年度まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴岡市交通安全対策会議 
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[ここに入力] 

 

ま  え  が  き 

 

 

 我が国では、車社会の急速な進展に対して、交通安全施設の不足や安全性を確保す

るための技術が未発達であったことなどから、昭和２０年代後半から４０年代半ば頃

まで、道路交通事故の死傷者が著しく増加しました。 

 このため、交通安全の確保は大きな社会問題となり、交通安全対策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、昭和４５年に交通安全対策基本法（昭和 45 年法律第 110 号）が

制定されました。これに基づき、鶴岡市においては、昭和４６年度以降、１０次にわ

たる鶴岡市交通安全計画を策定し、国、県及び関係機関・団体と一体となって交通安

全対策を強力に実施してきました。 

 その結果、鶴岡警察署管内における交通事故による死者数は、昭和４６年の３２人

をピークに、その後は減少傾向に転じ、令和２年には４人まで減少しており、また、

交通事故発生件数・負傷者数についても近年は減少傾向で推移しています。 

 しかし、交通環境の著しい変化や高齢者層の人口の増加などに伴い、高齢者が関連

する事故防止が急務となっております。 

 いうまでもなく、交通事故の防止は、国、県及び関係機関・団体はもちろん、市民

一人ひとりが取り組まなければならない緊急かつ重要な課題であり、人命尊重の理念

の下に、「交通事故のない、安全で安心して暮らせる鶴岡市」を目指して、総合的かつ

長期的な施策をまとめた計画を策定し、これに基づいて諸施策を強力に推進していか

なければなりません。 

 この交通安全計画は、交通安全対策基本法第２６条第１項の規定に基づき、令和３

年度から同７年度までの５年間に、講ずべき交通安全に関する施策の大綱と数値目標

を定めたものであります。 

 本市は、この計画に基づき、交通の状況や地域の実態に即して交通の安全に関する

施策を具体的に定め、これを積極的に実施することとします。 
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[ここに入力] 
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[ここに入力] 

 

計 画 の 基 本 理 念 

 

１ 交通事故のない社会を目指して 

 

本市は、長期の人口減少過程に入っており、高齢化率が高くなっています。この

ような時代変化を乗り越え、真に豊かで活力のある社会を構築していくため、市民

の願いである、安全で安心して暮らせる鶴岡を実現することが極めて重要でありま

す。 

そのために防犯や防災、さらに、新型コロナウイルス感染症対策等の様々な取組

が必要とされる中にあって、今なお交通事故により毎年多くの方が被害に遭われて

いることを考えると、更なる安全で安心な社会の実現を図っていくための重要な要

素であります。 

人命尊重の理念に基づき、また交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失を

も勘案して、交通事故被害者等の存在に思いを致し、交通事故を起こさないという

誓いの下、悲惨な交通事故の根絶に向けて、市民や国、県及び関係機関・団体等と

連携して力強く推進していかなければなりません。 

 

 

２ 「人優先」の交通安全思想 

 

道路交通については、自動車と比較して弱い立場にある歩行者等の安全を、また、

全ての交通について、高齢者、障がい者、子ども等の交通弱者の安全を、一層確保

する必要がある。交通事故がない社会は、交通弱者が社会的に自立できる社会でも

ある。また、思いがけず交通事故被害者等となった方に対して、一人一人の状況に

応じた支援が求められております。 

本市においては、このような「人優先」の交通安全思想を基本とし、あらゆる施 

策を推進するとともに、地域ぐるみで交通弱者を守る仕組みづくりを促進していき 

ます。 

 

 

３ 高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築 

 

全ての交通の分野で、高齢化の進展に伴い、生じうる様々な交通安全の課題に向

き合い、解決していくことが不可欠となります。今後、高齢になっても安全に移動

することができ、安心して移動を楽しみ豊かな人生を送ることができる社会、さら

に、年齢や障がいの有無等に関わりなく安全に安心して暮らせる「共生社会」を構

築することを目指します。

1
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[ここに入力] 

 

基 本 方 針 

 

本市では、基本理念に基づき、道路交通において本計画期間内に達成すべき数値

目標を設定するとともに、その実現を図るために、講じるべき施策を明らかにして

いくこととします。 

具体的には、交通社会を構成する人、車両等の交通機関及びそれらが活動する場

としての交通環境という各要素について、それら相互の関連を考慮しながら、交通

事故の実態を調査・分析し、可能な限り成果目標を設定した施策を策定し、かつ、

これらを市民の理解と協力の下、総合的に推進します。 

 

（１） 人間に係る安全対策 
 

交通機関の安全な運行を確保するために、運転する人間の交通安全意識の徹底を

図るとともに、歩行者等の安全な移動を確保するために、歩行者等の交通安全意識

の徹底、指導の強化等を図るものとします。 

また、交通社会に参加する市民一人ひとりが自ら交通安全に関する意識を改革し

ていくことが極めて重要であることから、今後も交通安全教育、普及啓発活動を充

実させ、社会全体の規範意識及び交通マナーの向上に努めます。 

 

（２） 交通環境に係る安全対策 
 

「人優先」の考えの下、交通環境に係る安全対策として、機能分担された道路網

の整備、交通安全施設等の整備、交通に関する情報の提供の充実、施設の老朽化対

策等を図ることとします。 

 

（３） 救助・救急活動及び交通事故被害者等支援の充実 
 

交通事故が発生した場合に負傷者の救命を図り、また、被害を最小限に抑えるた

め、迅速な救助・救急活動の充実、負傷者の治療の充実等を図ることが重要です。 

特に、犯罪被害者等基本法（平成 16 年法律第 161 号）の制定を踏まえ、交通安

全の分野においても一層の被害者支援の充実を図ることとします。 

 

（４） 参加・協働型の交通安全活動の推進 
 

交通事故防止のためには、国、県、市、関係機関・団体等が緊密な連携の下に施

策を推進するとともに、市民の主体的な交通安全活動を積極的に促進することが重

要です。 

市が行う交通安全に関する施策に計画段階から市民が参加できる仕組みづくり

や、市民が主体的に行う交通安全総点検、地域における特性に応じた取組み等によ

り、参加・協働型の交通安全活動を推進します。 

2
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[ここに入力] 

 

第１節 道路交通安全の目標等 

 

１ 道路交通事故の現状等 

 

（１） 道路交通事故の現状 
 

  第１０次交通安全計画では、平成３２年度（令和２年度）までの年間交通死亡事

故者数３人以下、負傷者数６３０人以下を目標として推進した結果、令和２年の死

者数は４人、第１０次交通安全計画期間の年平均死者数は４．８人、令和２年負傷

者数は４２２人、計画期間の年平均負傷者数は５９４．８人であり、第１０次計画

の負傷者数は数値目標を達成したものの、死者数は計画達成することができません

でした。なお、平成２８年から令和２年までの交通事故の概要は下記のとおりであ

り、発生件数、負傷者数は総体的に減少傾向にあります。しかし、死者数について

は、第９次交通安全計画期間の総計２２人に対し２名増加しております。 

 

（２） 交通死亡事故の特徴 
 

第１０次交通安全計画期間内の交通事故の特徴は、次のとおりです。 
 

① 高齢者が犠牲となる死亡事故が多い 

令和３年３月３１日現在、人口に占める高齢者の比率は約３５．５％ですが、第

１０次交通安全計画期間内の交通事故死亡者２２人のうち高齢者１３人の比率は約

５０％になっています。 

②  国道・県道等幹線道路での発生が多い（全死者の６割を占める） 

③  高齢ドライバーが第一当事者になる事故が多い。（全発生件数の３割） 

 

○第１０次交通安全計画期間中の交通事故発生状況 

※交通年鑑（山形県警察本部発行）より抜粋（統計の集計期間：1 月～12 月） 

Ⅰ 発生件数等 

区分 発生件数

平成28年 613 件 3 人 （　2 人） 723 人 （ 166 人）

平成29年 565 件 7 人 （　6 人） 693 人 （ 150 人）

平成30年 519 件 7 人 （　2 人） 620 人 （ 122 人）

令和元年 431 件 3 人 （　3 人） 520 人 （ 118 人）

令和2年 353 件 4 人 （　2 人）  423 人 （ 104 人）

計  2,481件  24人（　 15人） 2,979 人 （  660人）

死者数（うち高齢者） 負傷者数（うち高齢者）

※「高齢者」は65歳以上
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[ここに入力] 

 

Ⅱ 車両の主な事故原因別発生状況 

件数 死者 件数 死者 件数 死者 件数 死者 件数 死者 件数 死者

平成28年 70 件 0 人 52 件 1 人 19 件 0 人 22 件 1 人 0 件 0 人 0 件 0 人

平成29年 79 件 1 人 48 件 3 人 23 件 0 人 21 件 0 人 0 件 0 人 7 件 0 人

平成30年 37 件 1 人 43 件 2 人 23 件 1 人 26 件 0 人 0 件 0 人 3 件 1 人

令和元年 42 件 0 人 32 件 1 人 17 件 0 人 20 件 0 人 0 件 0 人 1 件 0 人

令和2年 35 件 0 人 22 件  2 人 13 件 0 人 8 件 0 人  0 件  0 人  2 件 0 人

計 263 件 2 人 197 件 9 人 95 件 1 人 97 件 1 人 0 件  0人 13 件 1 人

区分

前方不注意
安全速度 通行区分（右側） 最高速度 飲酒運転（内数）

脇見 漫然・ぼんやり

 

※安全速度･･･制限速度内で危険に対して回避行動が取れる時間的余裕のある速度 

※最高速度･･･制限速度を超える速度 

 

Ⅲ 昼夜別・道路形状別発生状況 

件数 死者 件数 死者 件数 死者 件数 死者

平成28年 461 件 2 人 144 件 1 人 315 件 2 人 290 件 1 人

平成29年 416 件 2 人 141 件 5 人 333 件 5 人 224 件 2 人

平成30年 385 件 3 人 126 件 4 人 291 件 1 人 220 件 6 人

令和元年 321 件 2 人 107 件 1 人 246 件 1 人 182 件 2 人

令和2年 272 件 3 人 81 件 1 人 197 件 2 人 155 件 2 人

計 1,439 件 12 人 599 件 12 人 1,382件 11 人 1,071 件  13 人

区分
昼 夜 交差点（付近を含） 単路・その他

 

※「昼」は日の出から日没までの間 

 

Ⅳ 道路別発生状況 

件数 死者 件数 死者 件数 死者

平成28年 139 件 1 人 210 件 0 人 256 件 2 人

平成29年 129 件 2 人 199 件 5 人 229 件 0 人

平成30年 130 件 2 人 166 件 0 人 213 件 5 人

令和元年 99 件 1 人 143 件 0 人 186 件 2 人

令和2年 78 件 2 人 112 件  1 人  162 件 1 人

計 575 件 8 人 830 件 6 人 1,046 件 10 人

区分
国道 県道 市道・その他
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[ここに入力] 

 

Ⅴ 高齢者の免許保有率及び高齢ドライバーの事故状況 

区分
市内の

免許所有者数
うち高齢者数

全保有者に対する
高齢者の割合

高齢ドライバー
事故件数

全事故に対する
高齢ドライバーの

割合

平成28年 88,748 人 23,968 人 27.00% 167 件 27.20%

平成29年 88,290 人 24,910 人 21.20% 155 件 27.40%

平成30年 87,760 人 25,582 人 29.10% 130 件 20.00%

令和元年 86,977 人 26,073 人 30.00% 125 件 29.00%

令和2年 86,271 人 26,635 人 30.87% 113 件 32.01%

計 438,046 人 127,168 人 29.03% 690 件 27.81%  

 

（３） 交通事故死者数が減少した理由 
 

交通事故件数は、第１０次交通安全期間内において連続で減少しており、それと

比例するように、死者数も過去との比較により総体的に減少傾向にあります。その

理由としては、交通安全思想の普及徹底、道路交通環境の整備、車両の安全性の向

上、道路交通秩序の維持、救急・救助活動等の充実等の各種対策が相乗的に効果を

発揮したものと認められますが、主な要因としては次のものがあげられます。 

① 飲酒運転等悪質な違反による事故の減少 

② シートベルト着用率の向上に伴う致死率の低下 

③ 前方及び周囲の安全確認の徹底による事故の減少 

 

２ 交通安全計画における目標 

 

交通事故による死傷者数を限りなくゼロに近づけ、安全・安心な鶴岡市を達成す

ることが究極の目標ですが、本計画の計画期間である令和７年までに年間の交通事

故発生後２４時間以内に死亡した者を３人以下（第１０次計画の目標数値）とする

ことを目指します。 

また、重傷者が発生する事故防止への取組が死者数の減少にもつながることから、

命に関わり優先度が高い交通事故によって負傷し、１か月以上の治療を要する者（重

傷者数）を目標に設定することとし、令和７年までに年間の重傷者数を３４人以下

（山形県の目標２８０人の１２％程度）とすることを目指します。 
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[ここに入力] 

 

第２節 道路交通安全についての対策 

 

１ 道路交通安全対策を考える視点 

 

近年、道路交通事故による死傷者数が減少傾向にあることを考えると、これまで

の交通安全計画に基づき実施されてきた対策には一定の効果があったものと考え

られます。このため、従来の交通安全対策を基本としつつ、交通情勢の変化等に対

応し、また、実際に発生した事故に関する情報の収集や分析を行いながら、より効

果的な対策への改善を図るとともに、有効性が見込まれる新たな対策を推進する必

要があります。 

 

（１） 高齢者及び子どもの安全確保 
 

第１０次交通安全計画期間内において、交通事故死者数のうち高齢者が犠牲とな

る事故が半数以上を占めており、今後も高齢化が急速に進むことを踏まえると、高

齢者が安全にかつ安心して外出したり移動したりできるような交通社会の形成が

必要です。 

その際には、多様な高齢者の実像を踏まえた、きめ細かかつ総合的な交通安全対 

策を推進するべきであり、道路交通環境の整備のほか家庭や地域と連携した交通安

全啓発活動などが重要となります。また、子どもの安全確保に対しては、防犯・交

通安全対策の観点から、特に通学路において歩道等の歩行空間の整備を積極的に推

進する必要があります。 

 

（２） 歩行者及び自転車の安全確保と違法意識の向上 
 

「人優先」の考えの下、自動車と比較して弱い立場にある歩行者の安全を確保す

ることが必要不可欠であり、特に、高齢者や子どもにとって身近な道路の安全性を

高めることがより一層求められております。こうしたことから、通学路、生活道路、

市街地の幹線道路等において歩道の整備等による歩行空間の確保を一層積極的に

進めるなど、歩行者の安全確保を図る対策を推進していく必要があります。 

また、横断歩行者が関係する交通事故を減少させるため、運転者には横断歩道に

関する交通ルールの再認識と歩行者優先の徹底を周知するなど、運転者の遵法意識

の向上を図っていくことが重要です。 

歩行者に対しては、横断歩道を渡ること、信号機のあるところではその信号に従

うことといった交通ルールの周知を図るとともに、横断する時は、手を上げるなど

して運転者に対して横断の意思を明確に伝えた上で、安全を確認してから横断を始

め、横断中も周りに気を付けることなど、自らの安全を守るための行動とともに、

停止した運転者に謝意を伝える「交通安全ありがとう運動」を展開し、全年齢での 
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[ここに入力] 

 

交通安全教育等を推進する必要があります。 

自転車については、自動車と衝突した場合には被害を受ける反面、歩行者と衝突

した場合には加害者となるため、全ての年齢層へのヘルメット着用の推進、自転車

の点検・整備、自転車損害賠償責任保険等への加入促進等の対策を推進していきま

す。 

また、自転車の交通ルールに関する理解が不十分なことも背景として、ルールや

マナーに違反する行動が多いことから、交通安全教育等の充実を図り、街頭におけ

る指導啓発活動を積極的に推進するなど、自転車利用者を始めとする道路利用者の

自転車に関する安全意識の醸成を図ります。 

加えて、横断歩道においては、「歩行者が優先」であることを含め、自動車等の 

運転者に対して「歩行者を守る」保護意識の定着を図る必要があります。 

 

２ 道路交通安全対策の重点事項 

 

第１０次鶴岡市交通安全計画期間内における交通事故の特徴を踏まえ、次の６項

目を重点として取組みます。 

（１）高齢者及び子どもの交通安全対策の推進 
 

（２）横断歩道、交差点での交通事故防止対策の推進 
 

（３）生活道路及び幹線道路における交通事故防止対策の推進 
 

（４）夕方から夜間にかけての交通事故防止対策の推進 
 

（５）シートベルト・チャイルドシートの正しい着用の徹底 
 

（６）自転車の安全運転の推進 

 

３ 道路交通安全のための施策の展開 

 

交通安全対策をより効果的に推進するため、前述の２つの視点と６つの重点事項を

踏まえ、以下の６つの柱を中心とした施策を展開していきます。 

 

（１） 交通安全思想の普及徹底 
 
 

交通安全教育は、自他の生命尊重という理念の下に、交通社会の一員としての責

任を自覚し、交通安全意識と交通マナーの向上に努め、相手の立場を尊重し、他の

人々や地域の安全にも貢献できる良き社会人を育成する上で、重要な意義を有して

います。 

  交通安全意識を向上させ交通マナーを身に付けるためには、人間の成長過程に合

わせ、生涯にわたる学習を促進して市民一人ひとりが交通安全の確保を自らの課題

として捉えるよう意識の改革を促すことが重要です。また、「人優先」の交通安全
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[ここに入力] 

 

思想の下、高齢者、子ども等の交通弱者に関する知識や思いやりの心を育むととも

に、交通事故被害者等の痛みを思いやり、交通事故を起こさない意識を育てること

も重要であることから、幼児から成人に至るまで、心身の発達段階やライフステー

ジに応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を行うとともに、高齢社会が進展する

中で、高齢者自身の交通安全意識の向上を図りながら、他の世代に対しても、高齢

者の特性を知り、その上で高齢者を保護し、また、高齢者に配慮する意識を高める

ための啓発指導を強化します。 

  また、自転車を使用することが多い児童、中学生及び高校生に対しては、将来の

運転者教育の基礎となるよう自転車の安全利用に関するルールとマナーの指導を強

化します。 

 

① 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 
 
 

ア 幼児に対する交通安全教育の推進 

幼児に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、基本的な

交通ルールを遵守し、交通マナーを実践する態度を習得させるとともに、日常生活

において安全に道路を通行するために必要な基本的な技能及び知識を習得させる

ことを目標とします。 

  幼稚園・保育園及び認定こども園においては、幼稚園・保育園単位で結成されて

いる幼児交通安全教室「かもしかクラブ」を通じての交通安全教育に重点を置き、

鶴岡市交通安全指導専門員を派遣し、保育士・教職員及び保護者と連携を取りなが

ら計画的かつ継続的に行います。これらを効果的に実施するため、紙芝居や視聴覚

教材等を利用したり親子で実習したりするなど、分かりやすい指導に努めるととも

に、かもしかリーダー研修会の開催や指導資料の作成をするなどの指導力の向上を

推進します。 

また、家庭・地域及び関係機関・団体等と連携協力を図りながら、日常の教育・

保育活動のあらゆる場面をとらえて交通安全活動等を推進します。 

 

イ 小、中学生及び高校生に対する交通安全教育の推進 

小学生に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、歩行者

及び自転車利用者として必要な技能と知識を習得させるとともに、道路及び交通の

状況に応じて、安全に道路を通行するために、道路交通における危険を予測し、こ

れを回避して安全に通行する意識及び能力を高めることを目標とします。 

学校で実践する交通安全教室に鶴岡市交通安全指導専門員を派遣し、交通安全教

育の支援を行います。 

また、ＰＴＡ・交通安全母の会、地区の交通安全協会等と密接な連携を図り、不

審者情報を共有するなど交通安全教育と関連させながら、併せて防犯に対する横断

的な取り組みを推進します。 
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[ここに入力] 

 

  さらに、交通安全ポスター募集事業を通し、児童が自ら積極的に交通安全につい

て考える機会を創出し、交通安全に対する意識の向上を図ります。 

中学生、高校生に対する交通安全教育は、特に自転車の安全通行に必要な技能と

知識を習得させるとともに、交通社会の一員として交通ルールを遵守し自他の生命

を尊重するなど責任を持って行動することができるような健全な社会人を育成する

ことを目標とします。 

 

ウ 成人に対する交通安全教育の推進 

成人に対する交通安全教育は、自動車等の安全運転意識の向上が必要であり、ま

た加害者になり得る可能性が高いため、特に交通社会における社会的責任の自覚が

必要です。車両等の安全運転を確保する観点から、運転者としての危険予測・回避

能力の向上、交通事故被害者の心情や交通事故の悲惨さに対する理解、また横断歩

道における人優先の交通意識、交通マナーの向上が求められます。 

そのため、責任と思いやりのある社会人の自覚を醸成するため、地域・職場にお

ける運転者講習会や関係団体の諸活動を通じて、幅広く交通安全意識の高揚を図り

ます。 

 

エ 高齢者に対する交通安全教育の推進 

運転免許保有者に占める高齢運転者の割合が増加してきており、それ以上に高齢

者が関わる事故の割合が増加しております。 

このため、高齢者に対する交通安全教育は、運転免許の有無等により、交通行動

や危険認識、交通ルール等の知識に差があることに留意しながら、加齢による身体

及び認知機能の変化が歩行者又は運転者としての交通行動に及ぼす影響や、運転者

側から見た歩行者や自転車の危険行動を理解させるとともに、道路及び交通の状況

に応じて安全に道路を通行するために必要な実践的技能及び交通ルール等の知識

を習得させることを目標にします。また、夕暮れ時から夜間における歩行者・自転

車利用者の事故を防止するため、視認性の高い明るい色の服装の着用及び反射材等

の交通安全用品の活用を呼びかけます。そのほか、高齢者を対象とした交通安全教

室を開催しながら、社会教育活動、福祉活動、老人クラブ活動にも鶴岡市交通安全

指導専門員を派遣するなど、多様な機会を捉えて、交通安全教育を積極的に推進し

ます。さらには、老人福祉施設・高齢者サークル活動の場等、高齢者が集まる場所

においてポスター掲示、交通安全指導、反射材の配布等の交通安全広報活動を推進

します。 

 

オ 障がい者に対する交通安全教育の推進 

障がい者に対しては、交通安全のために必要な技能及び知識の習得のため、地域

の福祉活動の場を利用するなどして、障がいの程度に応じ、きめ細かい交通安全教

育を推進します。 
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[ここに入力] 

 

カ 外国人に対する交通安全教育の推進 

外国人に対しては、母国との交通ルールや交通安全に対する考え方の違いをわか 

りやすく説明し、国内の交通ルールに関する知識の普及を目的とした交通安全教育 

を推進します。 
 

② 効果的な交通安全教育の推進 
 
 

ア 交通安全教育を推進するための指導者の育成 

幼児から高齢者に至るまでの段階的かつ体系的な交通安全教育及び障がい者等

に対する適切な交通安全教育を実施するため、県、市、警察、学校、関係民間団体

等が連携を図り、指導者養成の場として、かもしかクラブリーダー研修会や高齢者

交通安全実践教室などを開催します。 

 

イ 交通安全教育の推進 

・ 交通安全指導員の派遣 

幼稚園、保育園、学校、町内会、老人クラブ等で交通安全教室を開く際、対象者

にあわせて鶴岡市交通安全指導員を派遣します。 
 

・ 交通安全教育用補助機材等の活用 

模擬信号機、横断歩道マット、衝突実験用ダミー人形等を各種交通安全教育の実

施時に活用し、より実践的な交通安全教育を推進します。 

 

③ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 
 
 

ア 関係機関・団体等と連携した交通安全運動の推進 

鶴岡市交通安全対策会議は、構成員となっている各機関・団体等の連携の強化を

図り、一体となって各季の交通安全運動に取組むとともに、構成員それぞれも主体

となり、各季の交通安全運動をはじめとした交通安全活動を展開します。 

 

イ 交通安全運動の推進 

春・秋の全国交通安全運動及び夏・年末の交通安全運動を中心に、交通事故の実

態に即した県民運動として街頭立哨などを展開するほか、高齢者の交通事故防止推

進強化月間等その他の時期においても、実情に即した交通安全運動を実施します。 
 
 

ウ 普及啓発活動の効果的な展開 
 

・ 街頭啓発活動等の実施 

交通安全運動の実施に当たっては、交通安全意識の普及高揚を図るため関係機

関・団体等が緊密な連携の下に街頭等における啓発活動を実施するほか、広報車に

よる街頭広報宣伝活動など、効果的な運動を実施していきます。 
 

・ 広報媒体の積極的活用 
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[ここに入力] 

 

市民一人ひとりの交通安全に対する関心と意識を高め、交通ルールの遵守と交通

マナーの実践を習慣づけるため、市広報や市ホームページなどを計画的、積極的に

活用し、日常生活に密着した広報活動を展開するとともに、交通安全のための諸活

動が活発に行われるよう報道機関に対し、情報提供等を積極的に提供します。 
 

④ 自転車の安全利用の推進 
 
 

ア 自転車の安全で適正な利用の推進 

自転車は本来車両であること、道路を通行する場合は、車両としてのルールを遵

守するとともに交通マナーを実践しなければならないことを理解する必要があり

ます。 

自転車乗用中の交通事故防止や自転車による安全利用を促進するため、「山形県

自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」及び「自転車安全利用五則」（平

成 19 年 7月 10 日中央交通安全対策会議、交通対策本部長決定）を活用するなどに

より、歩行者や他の車両に配慮した通行等自転車の正しい乗り方の普及啓発の強化

を図ります。 

また、自転車は歩行者と衝突した場合には加害者になる側面も有しており、交通

に参加する者としての十分な自覚・責任が求められることから、そうした意識の啓

発を図りながら、関係団体と連携し、損害賠償責任保険等への加入義務化を周知・

啓発します。 

 

イ 薄暮時の早め点灯等の推進 

薄暮時の時間帯から夜間にかけて自転車の重大事故が多発する傾向にあること

を踏まえ、自転車の灯火点灯を徹底し、自転車の側面等への反射材用品の取り付け

を促進することで、自転車の被視認性の向上を図ります。 

 

（２） 安全運転の確保 
 

① 飲酒運転の撲滅 
 

飲酒運転は、極めて危険な行為であるとともに犯罪でもあり、平成２０年３月に

制定された「山形県飲酒運転をしない、させない、許さない条例」の目的に沿って、

行政機関・団体はもとより市民総ぐるみで飲酒運転の撲滅に取組みます。 
 

ア 職場・家庭等における飲酒運転追放運動の展開 

飲酒運転は重大な交通事故を引き起こす要因となっていることから、飲酒が運転 

に及ぼす影響やその危険性等の周知徹底を図るとともに、職場、家庭、飲食店等で 

の取組みを促進し、市民総ぐるみで飲酒運転の追放を図ります。 
 
 

イ 交通安全県民運動と連携した啓発・普及等の実施 

交通安全県民運動と連携したキャンペーンを実施し、飲酒運転は「絶対しない、
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[ここに入力] 

 

させない、許さない」という意識改革の普及啓発運動を展開するとともに、地域、

職域における飲酒運転撲滅に向けた取組を更に促進します。 

 

② 高齢運転者対策の充実 
 

  高齢者の運転免許所持率が上がっており、更に急激な増加が予測されることから、

事故発生率が高い高齢運転者への交通安全対策は、緊急かつ重要な課題であります。

高齢運転者に対しては、加齢による身体及び認知機能の低下が、運転者としての交

通行動に悪影響を及ぼすことを理解させるとともに、道路及び交通の状況に応じて

安全に走行するために必要な実践的技能や交通ルールを習得させるため、参加・体

験・実践等の交通安全教育を実施します。 

  また、高齢運転者の安全意識を高めるため、高齢者マークの積極的な使用の促進

を図るとともに、取り付けた車両に対する保護意識の高揚を図ります。 

  さらに、自主返納制度の広報周知を努め、運転免許証を返納しやすい環境づくり

に努めます。 

Ⅰ運転免許証の自主返納者数 

うち高齢者数 うち高齢者数

平成28年 88,748 人 23,968 人 ー ー

平成29年 88,290 人 24,910 人 333人 318人

平成30年 87,760 人 25,582 人 511人 492人

令和元年 86,977 人 26,073 人 695人 672人

令和2年 86,271 人 26,635 人 634人 610人

計 438,046 人 127,168 人 2,173人 2,092人

市内の
免許所有者数

運転免許返納
者数

区分

 

 

③ シートベルト全席着用及びチャイルドシートの正しい着用の徹底 
 

  自動車乗車中の死亡事故においてシートベルトの非着用率が高いことを踏まえ、  

後部座席も含めたすべての座席におけるシートベルト、チャイルドシートの正しい

着用の理解と徹底を図るため、警察・関係団体等と連携し、各種活動・交通安全等

の機会に、着用の徹底を広く呼び掛けます。 

 

④ 薄暮時におけるヘッドライトの早めの点灯及びハイビーム活用の促進 

薄暮時の時間帯から夜間にかけて重大事故が多発する傾向にあることから、夜間 

 の重大事故の主原因となっている前方不注意等による事故実態や危険性等を広く周 

知し、同時間帯の交通事故を防止するため、季節や気象の変化、地域の実態等に応 

じ、早めのヘッドライト等の点灯（自動車及び自転車の前照灯の早期点灯）、対向 

車及び先行車がいない状況では積極的なハイビームの使用とこまめな切り替えを促 
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[ここに入力] 

 

します。 

 

（３） 道路交通環境の整備   
 

 

道路交通環境の整備については、これまでも国・県・市・警察等の関係機関が連

携し、幹線道路と生活道路の両面で対策を推進してきたところであり、事故多発地

点対策等で一定の事故抑止効果が確認されています。 

今後は、これまでの対策に加え、少子高齢化等の社会情勢の変化に対応し、子ど

もを事故から守り、高齢者や障がい者が安全にかつ安心して外出できる交通社会の

形成を図る観点から歩道等交通安全施設の一層の整備、効果的な交通規制の推進等、

人優先の道路交通環境整備の強化を図っていくものとします。 
 

① 道路における交通安全対策の推進 
 
 

安全かつ円滑な交通を確保するため、次の方針により交通安全対策を推進してい

きます。 
 

ア 安全・安心な歩行空間の整備 

歩行者・自転車利用者の安全な通行を確保するため、特に通学路や生活道路にお

ける歩行空間の整備を推進します。 

 

イ 交差点・カーブ箇所の交通事故防止対策 

交通事故発生の危険性がある交差点・カーブ区間について、路面表示や区画線の

強調表示などにより、運転者への注意喚起を促すなど、警察と連携し交通事故抑止

対策に努めます。 

 

ウ 交通安全施設等の整備 

危険箇所への転落防止柵・ガードレールなどの整備や区画線、道路反射鏡の整備

等、交通安全施設の整備を推進します。  

 

エ 冬期の安全の確保 

冬期の安全な道路交通を確保するため、積雪による車道・歩道の幅員の減少や、

凍結によるスリップや転倒など、冬期間特有の危険に対し、市内全域の生活道路や

通学路の除雪対策を講じるほか、防雪柵等の整備を推進します。 

 

② 効果的な交通規制の推進 
 

道路構造、交通安全施設整備状況、交通事故発生状況等を勘案しつつ、道路網全

体の中で、それぞれの道路の社会的機能・役割を考慮し、国、県と連携しながら地

域の特性に応じた効果的な交通規制を実施します。 
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[ここに入力] 

 

 

③ 駐車対策の実施 
 

路上における悪質な違法駐車を防止し、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、

県と連携しながら駐車禁止等の交通規制等の適正化を図ります。 

④ その他道路交通環境の整備 
 

ア 事故危険箇所対策の推進 

事故の発生割合の大きい幹線道路の区間等については、県公安委員会と道路管理

者が連携して集中的な事故対策を実施します。 

 

イ 重大事故の再発防止 

死傷事故や社会的に大きな影響を与える重大事故などが発生した場合には、速や

かに事故発生箇所の道路交通環境など発生要因を調査するとともに、関係機関と連

携しながら発生要因を踏まえた対策を講ずることにより、再発防止を図ります。 

 

ウ 通学時の安全確保 

危険な通学路に、鶴岡市交通指導員を配置し、安全な道路横断を指導・誘導する

ことにより児童生徒の通学時の安全を確保します。 

 

（４） 踏切道における交通の安全についての対策 
 

各踏切道の状況を踏まえ、鉄道管理者の理解を得ながら、事故防止効果の高い構

造改良を推進します。 

また、冬期間は、他の時期に比べ事故が多く発生する傾向にあることから、機を

捉え、事故防止対策についての広報活動を実施します。 

 

（５） 救助・救急活動の充実 
 

交通事故による負傷者の救命を図り、また、被害を最小限にとどめるため、高速

道路を含めた道路上の交通事故に即応できるよう、救急医療機関、消防機関等の救

急関係機関相互の緊密な連携・協力関係を確保しつつ、救助・救急体制及び救急医

療体制の整備を図ります。 

また、集団救助が必要となる事故の際には、市内における傷病者の搬送能力、収

容能力を超える恐れもあるため、近隣市町及び消防機関における円滑な広域応援体

制の運用を図ります。 

 

（６） 被害者支援の推進 
 

交通事故の被害者は、交通事故により多大な肉体的、精神的及び経済的に打撃を

受けたり、かけがえのない命を絶たれたりするなど、大きな不幸に見舞われており、
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[ここに入力] 

 

このような交通事故被害者等を支援することは極めて重要であることから、犯罪被

害者等基本法等の下、交通事故被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し

ます。 

また、交通事故被害者等は、精神的にも大きな負担を抱えている上、交通事故に

係る知識、情報が乏しいことが少なくないことから、県交通事故相談所や弁護士に

よる無料法律相談等の周知徹底を図り、交通事故当事者に対して、広く相談の機会

を提供します。 
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第１１次鶴岡市交通安全計画の概要

「人優先」の交通安全思想を基本とした施策の推進と

地域ぐるみで交通弱者を守る仕組みづくりの促進

○令和７年までに年間交通事故死者数を３人以下とする。

（第１０次数値目標にて達成できなかった数値）

○令和７年までに年間交通事故重傷者数を３４人以下とする。

（県の第１１次交通安全計画の数値目標 ２８０人以下の概ね１２％）以下

第１０次計画の検証

・ 第１０次目標のうち、死者数未達成、負傷者数達成である。

・ 高齢者が犠牲となる死亡事故が多い。【 全死者数の半数以上が高齢者 】

・ 国道・県道等幹線道路での発生が多い。【 全死者数の６割弱 】

・ 高齢ドライバーが第一当事者になる事故が多い。

【 全発生件数の３割弱 第９次では２割強 】

◎目標

・ 年間交通事故死者数 ３人以下（県の数値目標３０人以下） 【未達成】

・ 年間交通事故負傷者数 ６３０人以下（県の数値目標６，０００人以下）【達成】

◎結果

第１１次計画の概要

～ 交通事故のない、安全で安心して

暮らせる鶴岡市を目指して ～

【 道路交通の安全 】

１ 目標（令和７年まで）

（１）交通安全思想の普及徹底

① 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進

② 効果的な交通安全教育の推進

③ 交通安全に関する普及啓発活動の推進

④ 自転車の安全利用の推進

（２）安全運転の確保

① 飲酒運転の撲滅

② 高齢運転者対策の充実

③ シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹底

④ 薄暮時におけるヘッドライトの早めの点灯及びハイビーム活用

の促進

（３）道路交通環境の整備

① 道路における交通安全対策の推進

② 効果的な交通規制の推進

③ 駐車対策の実施

④ その他道路交通環境の整備

（４）踏切道における交通の安全についての対策

（５）救助・救急活動の充実

（６）被害者支援の推進

３ 道路交通安全のための施策の展開

２ 道路交通安全についての対策

（１）高齢者と子どもの交通安全対策の推進

（２）横断歩道、交差点での交通事故防止対策の推進

（３）生活道路及び幹線道路における交通事故防止対策の推進

（４）夕方から夜間にかけての交通事故防止対策の推進

（５）シートベルト・チャイルドシートの正しい着用の徹底

（６）自転車の安全運転の推進

道路交通安全対策の重点事項

（１）高齢者と子どもの安全確保

（２）歩行者及び自転車の安全確保と違法意識の向上

道路交通安全対策を考える視点

（単位：人）

【 基本理念 】

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ1 Ｒ２
死者数 3 7 7 3 4
負傷者数 712 681 610 516 423
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鶴岡市交通安全対策会議 資料 

国⼟交通省 酒田河川国道事務所 鶴岡国道維持出張所 

【令和４年度 国⼟交通省実施交通安全対策】 

① 日東道 中央分離帯ワイヤーロープ化 

ワイヤーロープ設置 

（三瀬 IC～鶴岡⻄ IC間：L＝1450m、鶴岡⻄ IC～鶴岡 JCT料⾦所間：L=410m、ΣL=1860m） 

※トンネル及び５０ｍ以上の橋梁を除く 

  

            対策前                              対策後 

② 区画線 

  更新（R7，R112，日東道） 

  

             対策前                            対策後 
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【令和５年度実施予定 国⼟交通省交通安全対策】 

① 東原町地区事故対策事業 

舗装、４⾞線化、右折レーン延伸、中央分離帯設置、歩道設置 

  

対策前                         対策後（イメージ） 

② 区画線 

新規路⾯標⽰（R7，R112） 
○三瀬 

  

             対策前                              対策後 

  〇切添 

  

              対策前                              対策後 

25



酒田河川国道事務所

月山国道維持出張所

R5.7.6

令和５年度 鶴岡市交通安全対策会議資料

0
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1

工事名：湯殿山国道維持補修工事
受注者：本間建設（株）
工期：R05.04.01～R07.03.31
内容：道路維持修繕、除雪

工事名：上名川国道維持補修工事
受注者：鶴岡建設（株）
工期：R05.04.01～R07.03.31
内容：道路維持修繕、除雪

工事名：月山国道管内区画線工事
受注者：新和産業（株）
工期：R05.05.01～R05.07.28
内容：区画線

工事名：湯殿山トンネル補修工事
受注者：本間建設（株）
工期：R05.03.01～R05.11.20 
内容：送水管の更新、漏水対策、内装版撤去

工事名：湯殿山地区舗装修繕工事
受注者：大林道路（株）
工期：R05.03.07～R05.10.31 
内容：コンクリート舗装修繕

※終日片側交互通行

工事名：田麦俣地区橋梁補修工事
受注者：升川建設（株）
工期：R04.09.26～R05.12.28
場所：七ッ滝橋・岩菅沢橋

内容：橋の補修工事・橋桁塗装

工事名：熊出地区舗装修繕工事
受注者：（株）狩川佐藤組
工期：R05.03.13～R05.09.29
内容：アスファルト舗装修繕

工事名：月山地区防災対策工事
受注者：十和建設（株）
工期：R04.09.14～R05.10.27
内容：落石なだれ防護柵

工事名：田麦俣地区防雪対策外工事
受注者：（株）王祇建設
工期：R05.03.20～R05.11.20
内容：防雪柵設置、アスファルト舗装修繕

西
川
町
月
山
沢

鶴
岡
市
下
山
添

令和5年度 工事紹介令和5年度 工事紹介
月山国道では下記工事が施工さ れています。 ※電気設備工事・点検業務等を除く

道の駅月山

月山第2ﾄﾝﾈﾙ

L=1530m

湯殿山ﾄﾝﾈﾙ
L=665m

・湯殿山トンネルでは今年度集中工事（コンクリート舗装修繕、消火設備用送水管更新、照明LED化など）を
実施しています。11月頃まで片側交互通行が続く予定です。（8/11～8/20は規制なし）
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が っ さ ん

カーブ箇所での視線誘導による事故防止視界不良策として除雪時に雪堤へ視線誘導線を噴霧

月山道路の冬期交通安全対策

2

ホワイトアウト（視界不良）

冬タイヤ早期装着啓発活動（鶴の里駐車帯） R4.10.19
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令和４年度冬期
通行止めによる集中除雪（月山道路で3回実施）

①令和4年12月18日（日）18:30～23:00 （4時間30分）
通行規制箇所 荒沢駐車帯（西川町）～上名川除雪ST（鶴岡市）
・急激な降雪によりスタックが複数箇所で発生し、通行止めによる集中除雪を実施。
・電力線への倒木処理もあわせて実施。（東北電力対応）

②令和4年12月23日（金）21:00～12月24日（土）5:00 （8時間）
通行規制箇所 荒沢駐車帯（西川町）～大宝寺交差点（鶴岡市）

※月山国道では「大網チェーン着脱所」で通行止め対応
・大雪（寒波）で交通に支障がでる恐れがあったため、高速道路と並行区間を同時に

通行止め実施。

③令和5年1月24日（火）13:45～1月25日（水）10:00 （20時間15分）
通行規制箇所 荒沢駐車帯（西川町）～大宝寺交差点（鶴岡市）

※月山国道では「大網チェーン着脱所」で通行止め対応
・視界不良による通行止め

3

29



除雪ステーション

国道112号月山道路 予防的通行規制区間

湯殿山工区 L=10.2 ㎞ 中台工区 L=8.1km 上名川工区 L=16.3km

予防的通行規制区間

51
.3
KP

湯殿山国道維持補修工事 上名川国道維持補修工事

朝日第一・第二トンネル

駐車帯

月山道路縦断図 5%

機械名 台数

除雪トラック 1

除雪グレーダー 3

ロータリー除雪車 2

凍結抑制剤散布車 1

除雪ドーザ 1

雪庇処理車 1

計 9

湯殿山除雪 ＳＴ（S57開所）

機械名 台数

除雪トラック 1

除雪グレーダー 2

ロータリー除雪車 2

凍結抑制剤散布車 1

除雪ドーザ 1

雪庇処理車 1

計 8

中台除雪 ＳＴ（H元年開所）

機械名 台数

除雪トラック 1

除雪グレーダー 2

ロータリー除雪車 2

凍結抑制剤散布車 1

小型除雪車 2

小型除雪機(VSP) 1

計 9

上名川除雪 ＳＴ（Ｈ２年開所）

75
.3
KP

大網チェーン着脱所

4

▲通行止め状況
（Ｒ５．１．２４大網チェーン着脱所）
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交通安全施設整備等事業　（庄内総合支庁）

Ｒ４年度実績 （１／２）

№ 路線名 施工箇所 工種 計画延長 R４内容 備　　考

① （一）鶴岡村上線 鶴岡市砂川 視距改良 300m 道路改良工 完了

②
（一）添津藤島停車場線
（（都）藤島駅笹花線）

鶴岡市藤島 街路 444m 歩道橋 完了

③
（一）鶴岡村上線
(（都）道形黄金線)

鶴岡市馬場町 街路 230m 道路改良工

④ （国）３４５号 楠トンネル 照明灯 55台 LED化更新 完了

Ｒ５鶴岡市交通安全対策会議

① ②

③ ④
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交通安全施設整備等事業　（庄内総合支庁）

Ｒ４年度実績 （２／２）

№ 路線名 施工箇所 工種 計画延長 R４内容 備　　考

⑤ （国）３４５号 大日坂トンネル 照明灯 84台 LED化更新 完了

⑥ （主）藤島由良線 油戸第一シェルター 照明灯 56台 LED化更新 完了

⑦ （一）面野山鶴岡線 鶴岡市錦町 事故対策 1式 路面表示等 完了

― 県管理道路 （鶴岡市内） 区画線 50km 引き直し

Ｒ５鶴岡市交通安全対策会議

⑤
⑥

⑦
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交通安全施設整備等事業　（庄内総合支庁）

Ｒ５年度予定

№ 路線名 施工箇所 工種 計画延長 R４内容 備　　考

①
（一）鶴岡村上線
(（都）道形黄金線)

鶴岡市馬場町 街路 230m 道路改良工

― 県管理道路 （鶴岡市内） 区画線 50km 引き直し

Ｒ５鶴岡市交通安全対策会議

①
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○交通安全対策基本法（抜粋） 
 

(都道府県交通安全計画等) 

第二十五条 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基本計画(陸上交通の安全に関する部

分に限る。)に基づき、都道府県交通安全計画を作成しなければならない。 

２ 都道府県交通安全計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 都道府県交通安全対策会議は、毎年度、都道府県の区域における陸上交通の安全に関

し、当該区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関及び都道府県が講ずべき施策

に関する計画(以下「都道府県交通安全実施計画」という。)を作成しなければならない。

この場合において、都道府県交通安全実施計画は、交通安全業務計画(陸上交通の安全に

関する部分に限る。)に抵触するものであつてはならない。 

４ 都道府県交通安全対策会議は、第一項の規定により都道府県交通安全計画を作成した

ときは、すみやかに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関の長に報告し、並びに都道

府県の区域内の市町村の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

５ 都道府県交通安全対策会議は、第三項の規定により都道府県交通安全実施計画を作成

したときは、すみやかに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関の長に報告するととも

に、都道府県の区域内の市町村の長に通知しなければならない。 

６ 第四項の規定は都道府県交通安全計画の変更について、前項の規定は都道府県交通安

全実施計画の変更について準用する。 

 

(市町村交通安全計画等) 

第二十六条 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安

全計画を作成することができる。 

２ 市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は、前項の規定により市町村交通安全

計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係指定地方行政機関の長及び関係地方

公共団体の長その他の執行機関の意見を聴かなければならない。 

３ 市町村交通安全計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

４ 市町村長は、市町村の区域における陸上交通の安全に関し、当該年度において市町村

が講ずべき施策に関する計画（以下「市町村交通安全実施計画」という。）を作成する

ことができる。この場合において、市町村交通安全実施計画は、都道府県交通安全実施

計画に抵触するものであつてはならない。 
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５ 市町村交通安全対策会議は、第一項の規定により市町村交通安全計画を作成したとき

は、速やかに、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村交通安全計画を都道府

県知事に報告しなければならない。 

６ 市町村長は、第四項の規定により市町村交通安全実施計画を作成したときは、速やか

に、これを都道府県知事に報告しなければならない。 

７ 第二項及び第五項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項の規定は市町村

交通安全実施計画の変更について準用する。 
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